
 

平成２９年１１月３０日 

各   位 

会 社 名 東北電力株式会社 

代表者名 取締役社長 原田 宏哉 

（コード番号 9506  東証第一部） 

問合せ先 企画部組織計画課長 齋藤 寛礼 

（TEL. ０２２－２２５－２１１１） 

 

 

カンパニー制の導入等を柱とする組織整備の実施に関するお知らせ 

 

当社は，電力の小売全面自由化による競争の激化や，２０２０年４月までの実施が求めら

れている送配電部門の法的分離など，激変する事業環境を踏まえた事業体制を構築するため，

下記のとおり，２０１８年４月よりカンパニー制を導入するとともに，これに伴う組織整備

を行うことといたしましたので，お知らせいたします。 

 

                  記 

 

１．カンパニー制の導入（２０１８年４月実施） 

 発電・送配電・販売事業を担う現行３本部について，「発電・販売カンパニー」および

「送配電カンパニー」に再編いたします。 

 各カンパニーによる自律的な事業運営体制を構築し，各カンパニーのミッションを的確

に果たすとともに，送配電部門の法的分離（分社化）を見据えた体制で先行的に業務を実

施することで，分社時の円滑な組織の移行を目指してまいります。 

カンパニー ミッション 

発電・販売カンパニー 
発電部門と販売部門が連携し，総合力を発揮することで，競争

力の強化と収益の拡大を図る 

送配電カンパニー 
引き続き，東北６県および新潟県における電力の安定供給を果

たすとともに，中立性・公平性のより一層の確保に努めていく 

原子力は，女川・東通原子力発電所の更なる安全性向上や，地域の皆さまへの理解活動

など，引き続き，全社を挙げて取り組むべき事業であるため，経営直結の「原子力本部」

として運営してまいります。 

なお，送配電部門の法的分離につきましては，発電・販売カンパニーを社内カンパニー

として持つ「事業持株会社」と，「送配電会社」の２社体制とする方向で，引き続き検討

を進めてまいります。 

 



２．カンパニー制の導入に伴う主な組織整備（２０１８年７月実施予定） 

（１）お客さま提案部の再編 

 「お客さま提案部」について，市場環境の変化に迅速に対応し，お客さまのニーズや

ご利用形態に応じたきめ細かなサービスを提供するため，法人のお客さまを担当する「法

人営業部」と一般のご家庭などのお客さまを担当する「生活提案部」に再編いたします。 

（２）地域における事業所の再編 

 カンパニー制の導入に伴い，地域の事業所（支店※１・営業所※２・技術センター※３）を

機能別に再編いたします。 

※１：営業所および技術センターを統括する事業所（現行７カ所） 

※２：販売業務および配電部門を担う事業所（現行６２カ所，会津若松支社を含む） 

※３：送電部門および変電部門を担う地域別拠点（現行２２カ所） 

① 支店の再編 

現行の支店（７カ所）を，販売業務等を担う「支店（７カ所）」と送配電業務を

担う「送配電カンパニー支社（７カ所）」に再編いたします。 

② 営業所・技術センターの再編 

現行の営業所（６２カ所）および技術センター（２２カ所）について，以下のと

おり再編いたします。 

・営業所における販売部門を，「支店（７カ所）」および販売業務等を担う新たな

「営業所（２３カ所）」として再編する。 

・営業所における送配電部門および技術センターを，送配電業務を担う，「電力セ 

ンター（６２カ所）」として再編する。 

 

２０１８年７月には，上記のほかにも，様々な組織整備を予定しております。 

 

 

当社といたしましては，新たな組織体制のもと，競争力の強化や収益の拡大を図るととも

に，送配電部門の法的分離に的確に対応してまいります。 

  また，地域の復興・発展への貢献等を通じて，お客さまや地域社会のご期待にお応えでき

るよう，引き続き，全社を挙げて取り組んでまいります。 

 

以 上 

 

（別紙）カンパニー制の導入等を柱とする組織整備の概要について 



カンパニー制の導入を柱とする 

組織整備の概要について 

別 紙 

平成２９年１１月３０日 
東北電力株式会社 



１ 
１．組織整備の目的・背景 

 ■電力の小売全面自由化（2016年4月）やガスの小売全面自由化（2017年4月）などにより、市場や地域の垣根を 
  越えた競争が激化。2020年4月までには、送配電部門の法的分離が求められているなど、当社を取り巻く環境は 
  現在進行形で変化 

 ■こうした中、より一層の競争力強化や法的分離への的確な対応を果たしていくことは、重要な経営課題の一つ 

 ■一方、当社のフランチャイズである東北６県と新潟県の成長・発展に貢献していくことは、今後も変わらぬ使命 

カンパニー制（※）の導入を柱とする、一連の組織整備を実施 

【組織整備を行う上での視点】 

地域の成長・発展への貢献 

競争力の一層の強化 

法的分離への的確な対応 
（中立性・公平性の確保） 

果たすべきミッション 

※各事業単位（カンパニー）に資源配分などの権限を委譲し、収益管理を行わせることにより、各事業単位を擬似的な独立会社として扱うもの 

当社が果たすべき、異なるミッションの同時達成を図りながら、 
企業価値の一層の向上を実現する体制を構築 



２ 
２．カンパニー制の導入（2018年4月実施） 

 ■発電・送配電・小売の事業を担う現行３本部を、「発電・販売カンパニー」および「送配電カンパニー」に再編 

 ■各カンパニーに「カンパニー長」を配置。カンパニー毎の意思決定や経営管理により自律的な事業運営体制を構築 

現   行 2018年4月1日付 
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法的分離に向けた検討の方向性 
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【各カンパニーのミッションと今後の組織体制】 

カ ン パ ニ ー ミ ッ シ ョ ン 

発電・販売カンパニー 
・発電と販売部門の一体運用による強みを活かし、相互に連携を図りながら事業を運営することで、  
 一層の競争力強化と収益拡大を図る 
 （例：需要と供給力の状況を精査することによる卸電力市場の効果的な活用） 

送配電カンパニー 
・引き続き、東北6県および新潟県における電力の安定供給を果たしていくとともに、中立性・公平性  
   の確保に、より一層努めていく 

 ・原子力は、女川・東通原子力発電所の更なる安全性向上や地域の皆さまへの理解活動など、全社で取り組むべき事業である 
  ため、経営直結の「原子力本部」として運営 

 ・なお、送配電部門の法的分離にあたっては、「発電・販売カンパニー」を社内カンパニーとして持つ「事業持株会社」と 
  「送配電会社」の２社体制とすることで検討を進めていく 



３ 
３．お客さま提案部の再編（2018年7月実施予定） 

 ■電力小売全面自由化以降、法人分野と一般のご家庭の分野では、競争の進展状況やお客さまの求めるニーズなど、  
  それぞれの分野における違いが鮮明になってきている 

 ■こうした環境の変化を踏まえ、現行の「お客さま提案部」について、法人のお客さまを担当する「法人営業部」と、 
一般のご家庭などのお客さまを担当する「生活提案部」に再編 

現 行 
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【「法人営業部」・「生活提案部」のミッションと今後の組織体制】 

 ・共通したミッションは、お客さまのエネルギー利用に関わる様々なご意見やご要望にお応えするサービスを提供し、引き続き 
  当社をお選びいただくことで、収益を拡大していくこと 
 
 ・「法人営業部」「生活提案部」それぞれが、競争環境の変化に柔軟かつ迅速に対応し、お客さまのニーズやご利用形態に 
        応じたきめ細かなサービスを提供していく 



４ 
４．地域における事業所の再編（2018年7月実施予定） 

 ■カンパニー制の導入に伴い、地域の事業所（支店※１・営業所※２・技術センター※３）を機能別に再編 

   ※１：営業所および技術センターを統括する地域の事業所（現行7カ所） 
   ※２：販売業務および配電部門を担う地域の事業所（現行62カ所、会津若松支社を含む） 
   ※３：送電部門および変電部門を担う地域の事業所（現行22カ所） 

現 行 2018年7月予定 
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※ 営業所には会津若松支社を含む 

カッコ内は拠点数 

 ・再編に伴い、 

 ・現行の支店（7カ所）は、送配電業務を担う「送配電カンパニー支社（7カ所）」と、販売業務等を担う「支店（7カ所）」に 
  再編 

 ・現行の営業所（62カ所）および技術センター（22カ所）については、送配電業務を担う「電力センター（62カ所）」と、販売  
  業務など送配電業務以外の機能を担う「営業所（23カ所※）」に再編 

※営業所においては、人員を集中的に配置し、お客さまへの様々な提案力の強化・充実や、販売ノウハウの共有を図ることで、
より一層のお客さまサービスの向上・競争力強化を目指していく 

※電力センターにおいては、営業所・技術センターから名称は変わるものの、それぞれの事業所が担ってきた送配電業務を 
 そのまま残し、現行の保安管理体制を維持した上で、引き続き、電力の安定供給をしっかりと果たしていく  

【今後の組織体制】 

※ 営業所には会津若松支社を含む 



５ 
【参考】販売業務等を担う地域の事業所 

◎ 支店（県庁所在地※）・・・ 

● 営業所等・・・・・・・・ 
◎青森支店 

●むつ 

●八戸 
弘前● 

岩手支店 
◎ 秋田支店◎ 

秋田県北● 
(大館市)  

秋田県南● 
(横手市)  

 ● 
岩手県南 
(北上市)    

山形支店◎ 

庄内(酒田市)● 

最上村山 
(天童市)● 

◎福島支店 

●いわき 

●郡山 

●白河 

●会津若松支社 

上越● 

● 

● 
◎ 

新潟支店◎ 

●新潟県央 

●長岡 
柏崎● 

７カ所 

２３カ所 

仙 台 北 
宮城支店 
仙 台 南 

【営業所名の変更】 

現 行 

花 北 営 業 所 

釜 石 営 業 所 

大 館 営 業 所 

横 手 営 業 所 

古 川 営 業 所 

酒 田 営 業 所 

天 童 営 業 所 

米 沢 営 業 所 

2018年7月予定 

岩手県南営業所 

岩手三陸営業所 

秋田県北営業所 

秋田県南営業所 

宮城県北営業所 

庄 内 営 業 所 

最上村山営業所 

置 賜 営 業 所 

宮城県北(大崎市) 
● 

●岩手三陸 
 (釜石市) 

石巻 
● 

  置賜(米沢市) 
   ● 

新発田 
● 

※ 現行の青森営業所、盛岡営業所、秋田営業所、仙台営業所、山形営業所、
福島営業所、新潟営業所における販売部門は、各支店に統合 



６ 
【参考】送配電業務を担う地域の事業所（青森・岩手・秋田） 

◎青森支社 

●むつ 

五所川原● 

十和田● 

弘前● 

秋田支社◎ 

◎岩手支社 

大館● 鹿角 
● 能代● 

秋田● 

大曲● 

本荘● 横手● 

●盛岡 

●二戸 
●久慈 

●宮古 

●水沢 

●釜石 ●花北 
遠野 
● 

●大船渡 

●一関 

●青森 

●三沢 

●八戸 

◎ 送配電カンパニー支社（県庁所在地） 

● 電力センター 



７ 
【参考】送配電業務を担う地域の事業所（宮城・山形・福島・新潟） 

栗原登米● 

●仙台南 

宮城支社◎ 

●白石 

●岩沼 

●石巻 

●塩釜 
仙台北● 

古川● 

気仙沼● 酒田● 

●鶴岡 ●新庄 

山形支社◎ 
山形● 

天童● 

米沢● 

長井● 

福島支社◎ 
福島● 

● 
会津若松 

●相双 

●いわき 

●喜多方 

●郡山 

●須賀川 

●白河 

田島● 

佐渡● 
新潟支社◎ 

新潟● 

村上● 

●新発田 

●新津 

●新潟県央 

●長岡 

柏崎● 

十日町● 
魚沼● 

上越● 

●糸魚川 

◎ 送配電カンパニー支社（県庁所在地） 

● 電力センター 

仙台● 


